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議第４３７６号
大井都市計画道路の変更
（神奈川県決定）

平塚市

秦野市

松田町

中井町大井町

松田町

二宮町

開成町

小田原市

南足柄市
大磯町

- 17 -

0 500 1,000ｍ

相模金子駅

変更する区域・道路

凡 例

主要な国道

行 政 界

鉄 道

主要な県道

自動車専用道路
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・ この図面は、小田原市長、南足柄市長、大井町長、松
田町長及び開成町長の承認を得て、同市町発行の都市
計画基本図を使用して調製したものです。
（複製承認番号 小田原市 都計第132号）
・ この図面は、小田原市、南足柄市、大井町、松田町及
び開成町との協議を経て、同市町作成の都市計画決定
データを使用して調製したものです。
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議第４３７６号

大井都市計画 道路の変更 計画図
（神奈川県決定）

大井町 中井町

下 宿

下 宿金 手

・ この図面は、大井町長、松田町長及び開成町長の承認を得て、
同町発行の都市計画基本図を使用して調製したものです。
・ この図面は、大井町、松田町及び開成町との協議を経て、同
町作成の都市計画決定データを使用して調製したものです。
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・ この図面は、平塚市長、藤沢市長、厚木市長、大和市
長、伊勢原市長、海老名市長、座間市長、綾瀬市長及び
寒川町長の承認を得て、同市町発行の都市計画基本図
を使用して調製したものです。
（複製承認番号 寒川町 寒都第226号）
・ この図面は、平塚市、藤沢市、厚木市、大和市、伊勢
原市、海老名市、座間市、綾瀬市及び寒川町との協議を
経て、同市町作成の都市計画決定データを使用して調
製したものです。



変 更 後

凡 例

変 更 前

議第４３７７号

海老名都市計画 道路の変更 計画図
（神奈川県決定）
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海老名市

・ この図面は、海老名市長の承認を得て、同市発行の都市計画
基本図を使用して調製したものです。
・ この図面は、海老名市との協議を経て、同市作成の都市計画
決定データを使用して調製したものです。



座間駅

海老名駅

海老名市

相武台前駅

大和駅

座間市・綾瀬市 位置図

許可対象施設
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行 政 界

鉄 道
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自動車専用道路

議第４３７８号
建築基準法第５１条ただし書の
規定による産業廃棄物処理施設
の位置の指定（座間市）
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藤沢市
伊勢原市

横浜市

相模原市

大和市座間市

綾瀬市

町田市

議第４３７９号
建築基準法第５１条ただし書の
規定による産業廃棄物処理施設
の位置の指定（綾瀬市）
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・ 横浜市地形図複製承認番号 平29建都計第9119号
・ この図面は、相模原市長、大和市長、海老名市長、座
間市長及び綾瀬市長の承認を得て、同市発行の都市計
画基本図を使用して調製したものです。
・ この図面は、横浜市建築局都市計画決定データ（地
図情報レベル2500）並びに、相模原市、大和市、海老名
市、座間市及び綾瀬市との協議を経て、同市作成の都市
計画決定データを使用して調製したものです。
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建築基準法第５１条ただし書の規定による

産業廃棄物処理施設の位置の指定（座間市） 計画図
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座間市

・ この図面は、座間市長の承認を得て、同市発行の都市計画基
本図を使用して調製したものです。
・ この図面は、座間市との協議を経て、同市作成の都市計画決
定データを使用して調製したものです。
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議第４３７９号

建築基準法第５１条ただし書の規定による

産業廃棄物処理施設の位置の指定（綾瀬市） 計画図

綾瀬市

・ この図面は、綾瀬市長の承認を得て、同市発行の都市計画基
本図を使用して調製したものです。
・ この図面は、綾瀬市との協議を経て、同市作成の都市計画決
定データを使用して調製したものです。


